
春の火災予防運動が始まります！ 
今月２０日（土）から３０日（火）にかけて、春の火災予防運動が始まります。 

春の火災予防運動は、徐々に気温も上がり空気も乾燥し火災が発生しやすい時季を迎える 

ことから、市民の火災予防に対する意識を高めてもらうための啓発活動を通じて、高齢者等 

を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目指すものです。 

※ 詳細は、火災予防運動実施要領を添付していますので御確認ください！ 

住宅用火災警報器は正常に作動していますか？ 

●住宅用火災警報器は設置から１０年が使用期限の目安になります。 

●定期的に作動確認を行い異常の有無を確認してください。 

●電池切れや故障の場合はすぐに新品のものに交換してください。 

住宅防火 いのちを守る７つのポイント ～３つの習慣・４つの対策～

≪３つの習慣≫

１ 寝たばこは、絶対にしない！

２ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する！

３ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す！

≪４つの対策≫

１ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する！

２ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する！

３ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を設置する！

４ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る！

火災予防ニュース

忘れてない？ サイフにスマホに火の確認

統一標語

春の火災予防運動 

平成 31 年 4 月 20 日(土)～30 日(火)まで
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統一防火標語 『忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認』


